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「KOCHI ART PROJECTS」助成金交付要綱 

 

（ 趣旨 ） 

第１条 この要綱は、高知県芸術祭執行委員会（以下「執行委員会」という。）が「KOCHI ART PROJECTS」

助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、必要な事項を定める。 

 

（ 助成対象事業者 ） 

  第２条 助成対象事業を行う者は、高知県内に事務所又は活動拠点があり、高知県芸術祭（以下「芸術祭」

という。）開催期間中に文化芸術活動を行う団体（県、市町村、県からの出資を受けている法人等を除

く）、個人とする。ただし、別紙に掲げるいずれかに該当すると認められる団体又は個人は、この要

綱に基づく助成金の対象としない。 

 

（ 助成対象事業 ） 

 第３条 助成金の交付の対象となる事業は、芸術祭開催期間中に行われる文化芸術事業で、下記要件すべ

てに適合するものとする。 

（１）[地域×アート]をコンセプトに高知県内で開催される文化芸術活動であること。 

（２）興行その他専ら営利、宣伝を目的としないもの。 

 （３）特定の政治又は宗教活動を目的としないもの。 

 

（ 助成金の額及び助成対象経費 ） 

 第４条 助成金の額及び助成対象経費については別表に定めるとおりとする。 

 

（ 助成金の交付申請 ） 

 第５条 助成金の交付を受けようとする者は、交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、所

定の期日までに、執行委員会委員長（以下「委員長」という。）に提出するものとする。 

 （１）事業実施計画書（第２号様式） 

 （２）収支予算書（第３号様式） 

 （３）事業内容がわかる資料（写真、イメージ図可） 

 （４）その他参考となる資料 

 

（ 助成金の交付決定 ） 

 第６条 委員長は交付申請書を受け取ったときは、必要に応じ審査会を開催し、助成金の交付の可否及び

助成金の額について審査を行う。 

 ２ 審査会は、執行委員会の委員をもって構成する。  

 ３ 審査会は、委員長が招集し、その議長となる。 

 ４ 委員長は、助成金の交付を決定したときは、交付決定通知書により通知するものとする。 

 ５ 委員長は、助成金の交付を決定する場合において、助成金の交付の目的を達成するために必要な時

は、条件を付すことができるものとする。 



 - 2 - 

 ６ 助成金の交付の決定を受けた者（以下「事業者」という。）が別紙に掲げるいずれかに該当すると

認められるときは、交付の決定を取り消す場合がある。 

 

（ 助成事業の変更又は中止 ） 

 第７条 事業者は、当該助成の対象となった事業（以下「助成事業」という。）の内容を変更しようとす

る場合（軽微な変更を除く）は、速やかに変更承認申請書（第４号様式）を委員長に提出し、その承認

を得なければならない。なお、変更内容によっては、助成金額について見直しを行う。 

 ２ 事業者が、助成事業を中止しようとするときは、中止承認申請書（第５号様式）を委員長に提出し、

その承認を得なければならない。なお、当該助成事業の進捗状況によっては助成金額について見直しを

行う。 

 ３ 委員長は、変更承認申請書（第４号様式）又は中止承認申請書（第５号様式）を受理し、助成事業を

変更又は中止する必要があると認めるときは、速やかに変更・中止承認通知書により申請者に通知する

ものとする。 

 

（ 事業の実施 ） 

 第８条 事業実施にあたっては、ポスター、チラシ等に助成金を受けている旨を明記すること。ただし、

交付決定以前の日に印刷したものは、その限りではない。 

 

 

（ 実施の報告 ） 

 第９条 事業者は、助成事業の終了した日（中止の承認を受けた場合を含む。）から起算して１か月以内 

に実施報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、委員長に提出し、報告を行うものとする。 

 （１）収支決算書（第７号様式） 

 （２）収支の証拠書類及び事業実施の証拠書類（中止の場合は事業実施準備に要した経費分） 

 （３）当該事業の実施状況がわかる資料（写真、パンフレット、新聞記事等） 

 （４）その他委員長が必要と認める書類 

 

（ 助成金の額の確定及び通知 ） 

 第１０条 委員長は、前条の実施報告書（第６号様式）の提出があったときは、その内容を審査の上、助

成金の交付決定額の範囲内で交付額を確定し、確定通知書により事業者に通知する。 

  

（ 助成金の請求 ） 

 第１１条 事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に請求書（第８

号様式）を委員長に提出するものとする。 

 

（ 助成金の交付 ） 

 第１２条 委員長は、前条に規定する請求書（第８号様式）を受け取ったときは、事業者に対し助成金を

交付する。ただし、委員長は助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、助成金の
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２分の１を超えない範囲で概算払いすることができる。 

 ２ 事業者は、助成金の概算払いの交付を受けようとするときは、概算払いの理由を添えて、概算払請求

書（第９号様式）を委員長に提出しなければならない。 

 

（ 決定の取消等 ） 

第１３条 委員長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の

一部もしくは全部を取消し、又はその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。 

 （１）申請内容に虚偽があることが判明したとき 

 （２）活動の実施、継続が困難と委員長が判断したとき 

 （３）実施報告内容に虚偽があることが判明したとき 

 （４）正当な理由なしに証拠書類等が所定の期間（当該事業の完了後５年間）、保存されていないとき 

 （５）その他、要綱の定めに違反したとき 

 

（ 助成金の返還 ） 

 第１４条 委員長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しにかかる

部分に関し、すでに助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 ２ 委員長は、助成事業を中止することとなった場合において、既に助成金が交付されているときは、

期限を定めて、その返還を命じることができる。 

 ３ 委員長は、事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が

交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。 

  

（ グリーン購入 ) 

第１５条 事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入

基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。 

 

（ 情報公開 ) 

第１６条 助成事業又は事業者に関して、高知県情報公開条例(平成２年高知県条例第１号)に基づく、

又は、公益財団法人高知県文化財団情報公開規程に基づく開示請求があった場合、非開示項目以外の

項目は、原則として開示を行うものとする。 

 

 

 附則  この要綱は令和２年３月２４日から施行する。 

 附則  この要綱は令和３年３月２９日から施行する。 

 附則  この要綱は令和６年４月１日から施行する。 
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別紙（第２条、第６条関係） 

 

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」という。）第 2 条

第 1 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴排条例第 2 条第 3 号に規定する暴力

団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２ 暴排条例第 18条又は第 19条の規定に違反した事実があるとき。 

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他

いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ

らに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代

表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の

利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与した

とき。 

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であるこ

とを知りながら、これを利用したとき。 

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を

加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 
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（別表） 

助成金の額及び助成対象経費について 

 

  「KOCHI ART PROJECTS」助成金の助成額については、以下のとおりとする。 

助成金の額 
 助成金額は、対象経費内の金額とする。 

 上限は 30万円とする。 

 

助成金の助成対象経費は以下のとおりとする。ただし、次に掲げる費目にないものについては、事務局

に問い合わせること。 

１．事業者が支出する助成対象事業にかかる経費のうち、実施報告時に領収書等により、日付、支払者、

内容（明細）、金額等が確認できるものを助成対象経費とする。 

項  目 内  容 （参考例） 

旅  費 交通費、宿泊費 など 

謝  金 
講師謝金、原稿執筆謝金、プログラム等編集謝金、 

宣材等デザイン料 など 

会場・設営費 
大道具、小道具、音響、照明、舞台効果、会場設営、舞台監督、演出、振付、

ピアノ等調律、楽譜・楽器レンタル、搬入・搬出アルバイト など 

飲食費 

出演者やボランティア、スタッフに対する公演当日等に必要な弁当代や昼食、

夕食、ケータリング など 

※ただし、うえの飲食においても飲酒を伴った場合は、酒代だけでなくその費用すべ

てが対象外 

印刷製本費 
チラシ・ポスター印刷費、入場券印刷費、プログラム印刷費、 

台本印刷費、資料印刷費 など 

広告宣伝費 テレビ・新聞等広告宣伝費、立看板代、入場券販売手数料 など 

通信・運搬費 
郵送料、メール便、 

バス借上げ代、楽器や道具などに係る運搬費用 など 

消耗品費 文具、コピー代 など 

企画費 企画会社等の関与がある場合の企画・立案にかかる費用 など 

そ の 他 保険料、著作権等使用料、印紙代 など 

２．次に掲げる経費は、助成対象外とする。 

 ①恒常的に使用する事務所を借りるための借用料 

 ②事務員やアルバイト等の長期にわたる人件費（事業当日や準備など、一時的な手伝いに対する謝礼は

除く） 

 ③団体構成員に対する謝金 

 ④懇親会や打ち上げ等の飲食にかかる費用（飲酒の有無を問わない。また、助成対象となる飲食において

も飲酒を伴った場合は、酒代だけでなくその費用全てが対象外） 

 ⑤パソコン等の備品購入費 


